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	鹿嶋市社会福祉協議会は，「地域福祉推進部門」と福祉施設（ウェルポート鹿嶋の郷・松

の木学園）を経営する「福祉施設経営部門」の２部門に分かれています。

地域福祉推進部門は，多くの市民（個人・団体・企業・その他の法人など）の皆さんにい

ろいろな面で支えられ，地域福祉活動を展開しています。また，福祉施設経営部門では，利

用者への福祉サービス向上と経営の安定を目標に業務を進めています。
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■ 鹿嶋市社会福祉協議会(社協)は，２部門に分かれて活動しています　
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・事　務　局

・地域福祉活動の推進

・特別養護老人ホーム

　ウェルポート鹿嶋の郷
・鹿嶋市障がい者通所施設

松の木学園
■ 総務

　組織運営の基盤となる組織管理や財産管理などを統轄する

■ 地域福祉活動

　地区社協活動やボランティア活動などの地域福祉事業を推進する

■ 在宅福祉サービス

　高齢者や障がいのある人などが住みなれた地域（居宅）で安心して生活ができるよう支援する

· その他

■ 施設経営

健全な施設経営を確保する

■ 在宅福祉サービス

高齢者や障がいのある人などが住みなれた地域（居宅）で安心して生活が継続できるよう支援する

■ 施設経営

健全な施設経営を確保する
[主な財源]　介護保険料
　　　　　　利用者利用料
[主な財源]　自立支援費
　　　　　　利用者負担金
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[主な財源］ 会員会費

　　　　　  共同募金配分金

　　　　    寄付金

　　　　    事業受託金

　　　　    参加者負担金








■ 地域福祉事業･･････安心して暮らせる福祉社会づくりを進めます　

	 ①　小地域福祉活動推進事業（地区社協の設立）　　　＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　地域社会における連帯感の希薄化，核家族の進展，そして高齢社会を迎え，地域の

中では子育ての不安，高齢者や障がいのある人の介護の悩み，介護疲れなどさまざま

な課題を抱えています。

　　　　　　　　　　　　　　　このような課題に対し，それぞれの状況に応じたサービスを，地域のささえあいで，

きめ細やかに素早く対応していくために，小地域単位の活動が今こそ必要とされてい

ます。身近な生活の場で，不安な状況を解決し，誰もが安心して生活できるよう，ま

た，生きがいのもてる地域づくりを実現するため，小学校区単位に地区社会福祉協議

会（地区社協）を設立し，地域住民を中心とした小地域福祉活動の推進を図ります。

 ②　相談事業（福祉心配ごと相談・福祉法律相談）　　　＊＊＊
　　内　　容　　定期的に相談所を開設し，日常生活の困りごとや法律問題について，心配

　　　　　　　ごと相談員及び弁護士がそれぞれ相談に応じます。

　　費用負担　　無　料

心配ごと相談

（年６回）

偶数月
第１水曜日

まちづくり市民センター

相談日が祝祭日･年末年始の際は変更になります

心配ごと相談員

法 律 相 談 

（年６回）

奇数月
第３水曜日
まちづくり市民センター
事前予約制

弁護士
 ③　生活支援事業　　　＊＊＊
　● 生活福祉資金

内　　容　　日常生活を送るうえで，経済的に困っている人に対し貸付の受付を行います。

対 象 者　　低所得者，障がいのある人，高齢者世帯，離職者など

　● 食料支援
内　　容　　食料品などの物資で一時的な日常生活の支援をします。（原則１回のみ）

対 象 者　　生活に困窮している人

　● 低額診療

内　　容　　生計が困難な傷病者が，社会福祉法人の医療機関で低額での医療が受けられる制度です。

　　　　　　（介護老人保健施設を利用する場合は，医療費及び利用料の減免を含みます。）

対 象 者　　低所得者（市県民税非課税世帯･･････※課税証明書が必要です。）

利用できる病院など　　社会福祉法人の病院及び介護老人保健施設

 ④　アシストタイム事業　　　＊＊＊
　　内　　容　　障がいのある人の余暇活動を支援するとともに，地域社会が障がいのある人

との関わりや理解を深めることを目的として実施します。

　　　　　　　● レクリエーションなどの活動

対 象 者　　障がいのある人及びボランティア


 ⑤　児童生徒福祉作文事業　　　＊＊＊

　　内　　容　　児童生徒が，家庭，学校，社会生活の中で思いやりの心を持ち，ふれあいの輪を広げ，明るい福

　　　　　　　祉のまちづくりに参加することを願い，作文を通じて福祉意識の向上を図ります。
　　募集対象　　小学生，中学生，高校生
 ⑥　地域ふれあい食事サービス事業　　　＊＊＊
　　内　　容　　ひとり暮らし高齢者に対し，食事サービスやレクリエーションを

　　　　　　　通じて地域住民とふれあう喜びや，生きがいのある生活の場をつく

　　　　　　　る活動を支援します。

　　対 象 者　　ひとり暮らし高齢者など

　　利用者負担　３００円程度

　　実施場所　　地区まちづくりセンターなど

 ⑦　金婚祝賀会　　　＊＊＊
　　内　　容　　金婚式を迎えたご夫婦を招いて，祝賀会を開催します。

　　対 象 者　　結婚５０周年を迎えられたご夫婦

　　参加負担　　夫婦１組３，０００円（記念写真など）


■ ボランティア活動　
	 福祉ボランティア育成事業（ボランティアセンター）　　　＊＊＊
　　地域福祉の推進を図るには，「市民のたすけあい」によるボランティア活動が必要不可欠です。

　　ボランティアセンターでは，地域住民のボランティア活動に関する理解と関心を深め，組織的なボランティア活

　動の育成及び多様なボランティアを発掘し，地域の福祉活動に参加できる場づくりを進めながら，住みよいまちづ
くりのためのボランティア活動を支援します。

　　　　　　　　《主な事業》　
■ ボランティアに関する相談・登録・紹介
　　　　　　　　　■ ボランティア活動保険の受付
　　　　　　　　　■ ボランティア活動の啓発・育成
　　　　　　　　　■ 小・中学校での福祉体験学習　　　など





■ 在宅福祉事業･･････福祉サービスを提供します　

	 ①　家事型ホームヘルプサービス事業　　　＊＊＊
　内　　容　　調理・洗濯・掃除・買物などの家事支援を行います。原則週１回の利用になります。
　対 象 者　　おおむね６５歳以上の単身世帯，高齢者のみの世帯で，日常生活面において支援が必要な人。
　　　　　　　なお，介護認定で要支援・要介護の人は利用ができません。
　費用負担　　１時間あたり７００円

　　　　　　（問合せ・申請窓口は，市役所介護長寿課　８２－２９１１　内線３４１･３４２）
 ②　ファミリー・サポート・センター事業　　　＊＊＊
　内　　容　　会員制(有償)の子育て支援センターです。保護者の外出時や病気時，下

校後の預かりなど，子育て支援活動を行います。

　対 象 者　　子育ての手助けをしたい人，子育ての手助けを受けたい人

　費用負担　　１時間あたり（月～金）７００円

　　　　　　　土・日及び早朝・夜間　８００円（直通TEL・FAX８３－４８１１）

 ③　つどいの広場「おもちゃの城」事業　　　＊＊＊
　内　　容　　おおむね３歳未満の子育て中親子を対象にした交流の場で，おもちゃを使ってのお遊びや親同士の情

報交換，子育てに関する相談などを行います。
　開 設 日　　月～金曜日（祝日除く）９時～１２時，１３時～１５時

　　　　　　　※金曜日午前中は３～４歳児対象

　開設場所　　総合福祉センター敷地内（直通TEL・FAX８２－６６３８）
 ④　外出支援サービス事業　　　＊＊＊
　内　　容　　福祉車輌で，月１回の定期通院の送迎を行います。

　　　　　　　送迎の範囲は，鹿行区域内の医療機関となります。
　対 象 者　　おおむね６５歳以上の寝たきりまたは歩行に支障のある人で，
一般の交通機関を利用することが困難な人

　費用負担　　無料（問合せ・申請窓口は，市役所介護長寿課　８２－２９１１　内線３４１･３４２）
 ⑤　高齢者ふれあいサロン事業（ミニデイサービス＝いきいきサロン）　　　＊＊＊
　内　　容　　利用者のニーズや身体の状況に合わせ，教養講座や創作活動，趣味活動などのサービスを提供しなが
　　　　　　ら，生きがいのある生活を支援します。併せて，入浴，日常動作訓練，食事サービスなどを行います。

　対 象 者　　おおむね６５歳以上の高齢者。介護認定で要介護認定の人は原則利用できません。
　実施場所　　総合福祉センター

　対象区域　　波野・高松・平井・三笠・鉢形の５地区

　費用負担　　１日８００円

　　　　　　　（問合せ・申請窓口は，市役所介護長寿課　TEL８２－２９１１内線３４１･３４２）
 ⑥　日常生活自立支援事業　　　＊＊＊
内　　容　　判断能力が不十分で，かつ親族などの支援が得られない人に対して，福祉サービスの契約支援や日常
　　　　　的な金銭管理，書類などの預かりサービスなどを行い，在宅での日常生活を支援します。

　対 象 者　　認知症の高齢者，知的または精神的に障がいのある人で，日常生活に不安のある人

　費用負担　　福祉サービスの利用援助，金銭管理サービス　　１時間　９００円（１０／１より１，１００円）
　　　　　　　通帳や証書などの書類などの預かりサービス　　１ヶ月　５００円
 ⑦　家族介護支援事業（家族介護者教室）　　　＊＊＊
内　　容　　介護や介護予防に関する知識や技術を学習したり，交流を行ったりすることにより，要介護高齢者の

　　　　　在宅生活の維持及び向上を図ります。

　対 象 者　　高齢者を介護している家族，介護に関心がある人
　費用負担　　無料



■ その他の事業　

１００

		１５０円



	　　　　　※このほか，シニアクラブ会員や障がいのある人の介護者は無料になります。

 ⑦　各種福祉団体の活動支援　　　＊＊＊

　　鹿嶋市社会福祉協議会内に事務局を置く福祉団体などに対し，活動支援を行います。
鹿嶋市シニアクラブ連合会

高齢者のための健康づくり，生きがいづくりなど
鹿嶋市身体障害者福祉協議会
たまり場さろん，陶芸,ホームページの管理運営,広報紙の発行など

鹿島あゆみの会(知的障がい児者の親の会)

療育キャンプ，研修会参加，広報紙の発行など
鹿嶋市母子寡婦福祉協議会
母子家庭，寡婦家庭の親子によるふれあい事業など
鹿嶋市遺族会

戦没者遺族による慰霊事業への参加，靖国神社参拝など


	■　会員募集のお願い　■
　　社会福祉協議会の地域福祉活動は，皆さんからの会費や寄付金などによって支えられてい

ます。会員は，毎年７月頃に各地区の行政委員さんを通して募集していますので，ご協力を
お願いします。
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　　■　共同募金ご協力のお願い　■
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● 共同募金の募集活動 
　　毎年１０月1日，全国一斉に赤い羽根共同募金運動が展開されます。

　　共同募金会は「社会福祉法」に基づいて設立された団体です。本協議会内に共同募金会鹿嶋市支会を設置
　し，募金活動を推進しています。

　　募金はすべて中央共同募金会に送り，一部が本協議会に助成され，様々な地域福祉事業費の財源に充てら

　れます。






■ 介護老人福祉施設　ウェルポート鹿嶋の郷（特別養護老人ホーム）
	 入　所　　＊＊＊　
　要介護と認定された人（６５歳以上及び特定疾病者）で常時介

護を必要とする人に生活の場として提供し、安心して生活してい

ただけるよう日常生活上の必要なお世話をさせていただきます。
　《施設の主な行事など》

　　 夏まつり・敬老会・楽笑会（クリスマス会）などの行事のほか，

　 外食やショッピングなどの余暇活動も行っています。
	
	 ショートステイ（短期入所）
　在宅で生活する要支援・要介護と認定された人や障がいのある人(サービス支給決定者）を対象とします。一時的に在宅での介護が困難な時(農繁期・冠婚葬祭・旅行など)
や，介護者の介護疲れな
どの際，短期間の入所を

することができます。


	 デイサービスセンター（通所介護サービス）　＊＊＊
　　要支援・要介護と認定された人や障がいのある人（サービス支給決定者）に，施設で（送迎あり）入浴や食事を

提供したり，健康チェック・日常動作訓練などのサービスを行います。それらを通して身体機能の維持向上や利用

者の生きがいづくりとともに，家族の日常介護の身体的，精神的負担の軽減を図ります。

　■ １日のスケジュール

時　間

項　目

内　容

年間行事

８：１０

迎え

利用者の家庭までリフト車にて迎え

夏まつり

遠足

クリスマス会

白鳥見学

節分会

ひなまつり

外食外出

買物外出

　　　　など
９：１５
バス到着
健康チェック

水分補給
血圧・脈拍・体温測定

１０：００

入浴

身体の状況に応じて一般浴と特殊機械浴にて対応

１１：４５
昼食・休憩

必要に応じてベッドにて対応

１３：１５
リハビリ体操

レクリエーション

機能訓練（歩行訓練など）

風船バレー・カラオケなど

１４：３０

茶話会

お茶・おやつ

１６：３０

送り

各家庭に送り




	  居宅介護支援事業所　　　＊＊＊
　　介護保険で，要介護と認定された人に対する在宅介護を支援します。利用者や家族
の相談・要望に応じたサービスが利用できるよう，居宅サービス計画（ケアプラン）
を作成します。また，サービスが円滑に利用できるよう，サービス事業者との連絡・
調整を行います。ケアプラン作成に係る費用は，介護保険から全額支払われるため，
利用者の負担はありません。
《主な事業内容》

　　　■ 介護保険の相談　　　　　　　　■ 介護保険手続きの申請代行

　　　■ 居宅サービス計画の作成　　　　■ サービス事業所との連絡・調整


	  相談支援事業所　　　＊＊＊
　　障がいのある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援します。

利用者や家族の相談・要望に応じたサービスが利用できるようサービス利用計画（案）を作成します。

また、サービスが円滑に利用できるようサービス事業所との連絡調整を行います。

サービス利用計画に係る費用については利用者の負担はありません。


《主な事業内容》

　　　■ サービス利用計画の作成　　　　■ 日常生活や社会生活の相談

　　　■ サービス事業所との連絡・調整




■ 鹿嶋市障がい者通所施設　松の木学園　
	 　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　健康で,楽しく喜びの感じられる学園生活を構築するために，利用者一人ひとり
の心身の状態や障がいの特性に応じた適切な支援をします。

　　　　　　　　　　　　　　　　紙すきや張り子づくり，さをり織り，野菜や草花の栽培，木工芸，手工芸，アル
ミ缶のリサイクルなどの生産・創作的活動。衣服の着脱，食事，排泄など自立的な

日常生活の習慣化。社会参加や余暇活動の充実を図るために四季折々の行事や園外

活動を実施するなど活気あふれる学園を目指しています。
　放課後後等デイサービス事業（市受託事業）として，学齢児に対し社会との交流
促進等の必要な支援をします。
＜定　員＞　４０名

学園の日課 

登園

朝の会

ウォーキング
作　業

給食

休憩

作　業

降園

準備

降園

8:45　　　 9:45　　　10:00　　　　　　　11:40　　　13:00　　　　　　　15:00　　15:10　　　　16:05
 通所申込み方法 
　　障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）により，介護給付費の支
　給決定を市町村で受けてください。その後，利用するための重要事項を説明した上で，当学園と契約を締結し
　ていただきます。
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■　社会福祉法人鹿嶋市社会福祉協議会　■
■ 事務局 ■

　　住　所　　〒314-0012　　茨城県鹿嶋市平井１３５０番地４５

　　ＴＥＬ　　０２９９－８２－２６２１　　　ＦＡＸ　　０２９９－８３－０２４２

　　ＵＲＬ　　http://www.sopia.or.jp/k-shakyo/　　Ｅ-mail 　k-shakyo@sopia.or.jp
　　　□　ボランティアセンター
　　　□　ファミリー・サポート・センター（直通ＴＥＬ・ＦＡＸ　０２９９－８３－４８１１）

　　　□　つどいの広場「おもちゃの城」　（直通ＴＥＬ・ＦＡＸ　０２９９－８２－６６３８）
■ 特別養護老人ホーム　ウェルポート鹿嶋の郷 ■

　　住　所　　〒314-0031　　茨城県鹿嶋市宮中４６０３番地１

　　ＴＥＬ　　０２９９－９０－３１２３　　　ＦＡＸ　　０２９９－８４－０３３６

　　Ｅ-mail 　wel-port@sopia.or.jp
　　　□　デイサービスセンター　　　　　　□　ショートステイ
　　　□　居宅介護支援事業所　　　　　　　□　相談支援事業所

■ 鹿嶋市障がい者通所施設　松の木学園 ■

　　住　所　　〒314-0012　　茨城県鹿嶋市平井１１２７番地２

　　ＴＥＬ　　０２９９－８４－６３０１　　　ＦＡＸ　　０２９９－８４－６３０７

　 　 □　生活介護　　　　　　　　　　　　□　放課後等デイサービス    

　　Ｅ-mail 　matsunoki@sweet.ocn.ne.jp
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社会福祉協議会ってどんなところ？


　社会福祉協議会は，誰もが安心して暮らすことのできる地域福祉社会をつくるため，市民の皆さんや地区社協・各種福祉団体・ボランティア・行政などと手を携えながら，地域福祉活動を展開する民間の社会福祉団体です。
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地域福祉推進部門





福祉施設経営部門
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評議員会





理 事 会





�





施　設


(松の木学園)








施　設


(ウェルポート)





事 務 局


(地域福祉)








会員（一般・特別・賛助）





♪　「社協」とは社会福祉協議会の略称です。社協では，皆さんのご協力をいただきながら，さまざまな福祉事業を展開しています。
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♪　「地区社協」とは，「地区社会福祉協議会」の略称で，住民自らが地域の福祉課題を解決しようとする住民主体の組織です。
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♪　ボランティアセンターでは，常時ボランティアを募集しています。興味のある人は，お気軽にお問い合わせください。
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◎大野区域,鹿島･豊津･豊郷小学校区は，｢ＮＰＯ法人ぱれっと｣が実施しています。





♪　ファミリー・サポート・センターでは，利用会員・協力会員を募集しています。お気軽にお問い合わせください。
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しゃぼん玉　　　　　フィナーレ





♪　社協だより「えがお」は，新聞折り込みにて発行しています。情報満載ですので，ぜひ目を通してください。
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一般会員　１口　　　５００円　（年額）


特別会員　１口 　２,０００円　（年額）


賛助会員　１口 １０,０００円　（年額）





市社協





会員会費





�





地域福祉の推進





住　民





※　区に加入されていない人へのお願い　


　　社会福祉協議会の窓口，または各地区まちづくりセンター（地区公民館）で地域福祉推進委員が，随時受付ています。皆さんのご協力をお願いします。
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　一般募金　　　　　　１０月１日～１２月３１日


　歳末たすけあい募金　１２月１日～１２月３１日





※　「日本赤十字社」と赤い羽根の「共同募金会」は別組織です。


　　日本赤十字社については，市役所生活福祉課内にある「日本赤十字社茨城県支部鹿嶋市地区」にお問い合


わせください。（８２－２９１１　内線３１１）





♪　「会費」「募金」「寄付金」は，地域福祉の推進に役立てられています。今後もご協力をお願いします。（施設運営は別です!!）
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♪「ウェルポート」とは，福祉の「ウェルフェア」と港の「ポート」を組み合わせた造語です。平成１０年４月にオープンしました。
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♪　「松の木学園」は，平成９年４月にオープンしました。みんなで楽しく１日を過ごしています。給食も美味しいよ。





事務局





松の木学園





ウェルポート鹿嶋の郷
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